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令和5年度指定居宅サービス事業者等集団指導 配布資料 高齢介護室地域包括ケア推進課 

東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業

令和５年５月１９日 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い介護予防・生活支援サービス事業者が 

休業した場合のサービス費の算定の見直しについて 

 新型コロナウイルス感染症に伴う介護予防・生活支援サービス事業者への影響に関し、こ

の間、新型コロナウイルス感染症に伴い介護予防・生活支援サービス事業者が休業した場合

のサービス費の算定については利用回数に応じた回数算定を適用することとしておりまし

た。 

一方、令和５年５月８日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型

インフルエンザ等感染症から５類感染症へと変更されたことに伴い、上記の取り扱いにつ

いては廃止とし、令和５年５月８日以降の算定については月額算定を基本としたうえで、東

大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に基づき事業者と利用者で締結された契

約内容や、重要事項説明書において利用者に示されている内容のとおり算定されるようお

願いします。 

〒577-8521 

東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市 福祉部 地域包括ケア推進課 

担当：川上・前田 

TEL０６－４３０９－３０１３ 

FAX０６－４３０９－３８１４ 
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●施設サービス・グループホーム・地域密着型特別養護老人ホームについて
特定施設入居者生活介護・特別養護老人ホーム併設等の短期入所について
法人・高齢者施設課　TEL 06-4309-3315　FAX 06-4309-3848

●居宅サービス（上記以外）・地域密着型サービス（上記以外）について
介護事業者課　TEL 06-4309-3317　FAX 06-4309-3848



令和５年度介護保険サービス事業者集団指導資料 高齢介護室給付管理課 

介護保険の費用負担に関する事項について 

（１） 負担割合について 

１ 負担割合区分 

   負担割合区分については以下のとおりです。 

（平成３０年８月１日から）

本人が市町村民税を 本人の 年金収入＋その他合計所得金額　　 １人の世帯　　　　　     ３４０万円
課税されている場合 合計所得金額 かつ  特別控除後　　 ２人以上の世帯  　　　　４６３万円

特別控除後が 　　　　　　　　　　　（単身で年金収入のみの場合は、３４４万円以上に相当）
２２０万円以上

３割負担

3割の対象とならない人で

本人の 年金収入＋その他合計所得金額　　 １人の世帯　　　　　　   ２８０万円
合計所得金額 かつ  特別控除後　　 ２人以上の世帯 　　　 　３４６万円
特別控除後が
１６０万円以上 ２割負担

上記以外の利用者 １割負担

本人が市町村民税を
課税されていない又は
生活保護を受給されて １割負担
いる場合

6
5
歳
以
上
の
人

＞

＞

２ 今後の予定 

令和５年８月１日から令和６年７月３１日までの負担割合証について、７月中旬に送付

する予定です。介護保険事業者は、負担割合証を必ず確認してください。 
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３ 負担割合の変更がある場合 

所得更正や世帯構成の変更により負担割合の変更がある場合、変更後の「介護保険負

担割合証」を改めて発行します。下記の③に該当する場合は、予め変更前と変更後の負

担割合を併記した「介護保険負担割合証」を発行します。 

① 住民税の所得更正による場合 

「介護保険負担割合証」の有効期間の始期である直近の８月まで遡って変更。 

② 世帯員の転出入、死亡などにより世帯内の第１号被保険者数が変わる場合 

当該事実があった月の翌月初日から変更。（当該日が初日の場合は、その月から変更） 

③ ６５歳到達の第１号被保険者の場合 

  ２割負担となる場合、年齢到達月の翌月初日から変更。（当該日が初日の場合は、その

月から変更） 

４ 留意事項 

負担割合が３割負担者に対する給付制限は４割負担となり、それ以外は３割負担とな

ります。 

給付制限対象者についても、１割～３割が記載された「介護保険負担割合証」を発送し

ますが、負担額は被保険者証の記載のとおり、給付制限の期間は３割または４割負担と

なりますので、ご注意ください。 

適用期間が記載されていま

す。年度途中で負担割合に変

更がある場合は、上段記載が

変更前で、下段記載が変更後

となります。 

介護サービスを受けるときの負

担割合が記載されていますの

で、確認してください。 
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（２） 特定入所者介護（介護予防）サービス等について 

１ 特定入所者介護（介護予防）サービスの区分等ついて 

特定入所者介護（介護予防）サービスの段階区分は次のとおりです。 

・介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は（ ）内の金額 

〇預貯金等の要件

第１段階 単身 １,０００万円以下、夫婦２,０００万円以下 

第２段階 単身 ６5０万円以下、夫婦 １,６5０万円以下 

第３段階① 単身 55０万円以下、夫婦 １,55０万円以下 

第３段階② 単身 5００万円以下、夫婦 １,5００万円以下 

 第２号被保険者の預貯金基準は段階に関わらず単身 １,０００万円以下、夫婦２,０００万

円以下です。 

 預貯金等について、法２０３条に基づき必要に応じて金融機関へ照会します。年金及び預

貯金等の金額などを不正に申請した場合には、給付額の返還に加えて加算金が課せられ

る場合があります。 

利用者負担段階 

食費 居住費 

施設 短期入所 

ユニット

型個室 

ユニット

個多床室 

従来型個室 多床室 

第

1 

市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 ３００円 ３００円 ８２０円 ４９０円 

４９０円 

（３２０円） 

０ 円 

第

2 

市町村民税世帯非課税で年金収入+その他合計所得金額が ８０

万円以下の人 

３９０円 ６００円 ８２０円 ４９０円 

４９０円 

（４２０円） 

３７０ 円 

第

3 

市町村民税世

帯非課税で、

利用者負担段

階第 ２ 段階以

外の人 

第3① 

左に該当し、年金収入+その他の合計所得金

額が８０万円超 １２０万以下の人

６5０円 １,０００円 

１,３１０円 １,３１０円 

１,３１０円 

（８２０円） 

３７０ 円 

第3②

左に該当し、年金収入+その他の合計所得金

額が １２０万円を超える人 

１,３６０円 １,３００円 

基

準 

次のいずれかに該当する人 

・市町村民税世帯課税の人 

・配偶者（世帯分離をしている配偶者、内縁関係等含む）が市町

村民税課税の人 

・預貯金等が一定額を超える人 

１,４４5円 １,４４5円 ２,００６円 １,６６８ 円 

１,６６８円 

（１,１７１ 円） 

３７７ 円 

(８55 円） 
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２ 今後の予定 

負担限度額認定証を発行している人には更新申請の案内をしています。申請には預

貯金等の確認資料（通帳の写しなど）の添付が必要です。 

６月末までに申請のあった令和５年８月から令和６年７月末までの負担限度額認定証

について、７月下旬に送付する予定です。 

（３） 高額介護サービス費について 

高額介護（予防）サービス費の自己負担限度額の区分は次のとおりです。 

区  分 自己負担限度額（月額） 

現
役
並
み
所
得
者
※

年収約 １１６０万円以上 １４０,１００ 円 

年収約 ７７０万円以上約 １１６０万円未満 ９３,０００ 円 

年収約 ３８３万円以上約７７０万円未満 ４４,４００ 円 

一般 ４４,４００ 円 

市町村民税世帯非課税等 ２４,６００ 円 

年金収入 ８０万円以下等 １5,０００ 円（個人） 

生活保護受給者等 １5,０００ 円 

※世帯内に課税所得 １４5万円以上の被保険者がいる場合であって、世帯年収5２０万円以上（単身世帯の場合は３８３万円以上） 

（４） その他 

負担割合や負担限度額、高額介護サービス費の上限額（受領委任払いの場合）が遡及

変更した場合の利用者負担については、サービス事業所が東大阪市に介護給付費の過

誤申立を行い再請求することにより、被保険者に追加徴収又は差額返還での調整をお

願いします。 
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介護給付費等の過誤申立について 

 過誤申立とは  

介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費について、国民健康保険団体連合会(以下「国

保連」という。) に対する請求誤りがあった場合に、事業者が保険者を通じて審査済みの請求を取下

げることをいいます。取下げ後、事業者は正しい内容で国保連に再請求し請求誤りを修正できます。 

 過誤申立依頼のしかた  

過誤申立依頼は、保険者（東大阪市）あてに、事業所ごと・被保険者ごと・サービス提供年月の明細

書ごとで行います（本市以外の被保険者については受付できません）。 

(１)一般過誤(通常の請求取下)と(２)同月過誤があり、取下げのみの場合は一般過誤となります。 

※審査済みの請求が対象となるため、過誤申立依頼できるのは審査の翌月以降です。 

※請求月と同月の過誤申立依頼はできません。また「返戻」や「保留」の場合もできません。 

※給付管理票の修正と再請求は同時にできません。 

※大量に過誤申立依頼を行う場合は、必ず事前に給付管理課へご連絡ください。 

(1) 一般過誤 (通常の請求取下)

審査決定の翌月以降に過誤申立依頼をし、請求を取下げた後、国保連より送付される「介護給

付費過誤決定通知書」を確認のうえ、国保連へ再請求を行います。

          〆切日：毎月 10日（閉庁日の場合その直前の開庁日） 

(2) 同月過誤  

   審査決定の翌月以降に過誤申立依頼をし、請求取下と再請求を同一月内に国保連で処理するた

め、「介護給付費過誤決定通知書」を未確認のまま、保険者の〆切日の翌月 １～１０ 日の受付期間

中に国保連へ再請求を行います（取下額と再請求額が差引処理されます）。 

※他都道府県の事業所については、所在地の国保連で同月過誤が可能か確認してください。 

          〆切日：毎月20日（閉庁日の場合その直前の開庁日） 

 提出書類  (郵送可）

① 「介護給付費過誤申立依頼書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書」 

② 誤って請求した明細書と修正した明細書、それぞれの写しに「誤」「正」と記入したもの 

※依頼書の控えが必要な場合は、依頼書２部と返信用封筒（郵送の場合）を提出してください。 

※大量に過誤申立が発生するにあたって市が認めた場合、「過誤申立内容一覧」の提出により被保

険者ごとの①②を提出省略可能です。事前に給付管理課へご相談ください。 

 留意事項  

過誤申立により利用者負担額に変更が生じ、支給済みの高額介護サービス費等に返還金が発生し

た場合、事業所に調整を依頼し、納付書等を送付することがありますのでご了承ください。 

提出及び問合わせ先  東大阪市福祉部高齢介護室給付管理課 

〒5７７-８5２１ 東大阪市荒本北１丁目１番１号 電話：０６-４３０９-３１８６ 
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※一般過誤または同月過誤を○で囲み、同月過誤の場合は

再請求月を必ず記入してください。

様式

申立理由

 注）　この依頼書に大阪府国民健康保険団体連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を

　　　正と誤を明記した上でそれぞれ１部添付してください。

備考

（　　　　　　　　　）
受付者

（　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受　付　印

高額介護サービス費確認

有　　　　・　　　　無

申立理由番号 申　立　理　由

０２ 請求誤りによる実績取り下げ

４９ 適正化による保険者申立の取り下げ

６１ 施設サービス等介護給付費明細書（介護医療院サービス） 様式第9の2

７０ 施設サービス等介護給付費明細書（介護療養施設サービス） 様式第10

５０
施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書
（介護福祉施設サービス・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

様式第8

６０ 施設サービス等介護給付費明細書（介護保健施設サービス） 様式第9

４０ 居宅介護支援介護給付費明細書 様式第7

４１ 介護予防支援介護給付費明細書 様式第7の2

３５
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
（介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用））

様式第6の6

３６
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（特定施設入居者生活介護（短期利用）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用））

様式第6の7

３３ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防特定施設入居者生活介護） 様式第6の4

３４ 地域密着型サービス介護給付費明細書（認知症対応型共同生活介護（短期利用）） 様式第6の5

３１
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
(介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外））

様式第6の2

３２
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（特定施設入居者生活介護（短期利用以外）・地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外））

様式第6の3

２Ｂ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護医療院における介護予防短期入所療養介護） 様式第4の4

３０ 地域密着型サービス介護給付費明細書(認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）） 様式第6

２６ 介護予防サービス介護給付費明細書（病院等における介護予防短期入所療養介護） 様式第5の2

２Ａ 居宅サービス介護給付費明細書（介護医療院における短期入所療養介護） 様式第4の3

２５
介護予防サービス介護給付費明細書
（介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護）

様式第4の2

２３ 居宅サービス介護給付費明細書（病院等における短期入所療養介護） 様式第5

２４ 介護予防サービス介護給付費明細書（介護予防短期入所生活介護） 様式第3の2

２２ 居宅サービス介護給付費明細書（介護老人保健施設における短期入所療養介護） 様式第4

１１
介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
(介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与・介護予防小規模多機能型居宅介護　等）

様式第2の2

２１ 居宅サービス介護給付費明細書（短期入所生活介護） 様式第3

※該当する様式番号・申立理由番号を○で囲んでください。

様式番号 様　式　名　称 明細書様式

１０
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（訪問介護・通所介護・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・小規模多機能型居宅介護　等）

様式第2

被保険者番号

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　）
被保険者氏名

FAX番号 　　　　　　　（　　　　　　）

サービス
提供年月

　 　　　　　　年　　　　月
～　　        年　　　　月

担当者名

介護給付費過誤申立依頼書

一般過誤

同月過誤（　　　　　年　　　月再請求分）

保険者名 東大阪市 事業所番号

事業所名
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※一般過誤または同月過誤を○で囲み、同月過誤の場合は

再請求月を必ず記入してください。

様式

申立理由

 注）　この依頼書に大阪府国民健康保険団体連合会に請求した明細書の写しと正しい明細書を
　　　正と誤を明記した上でそれぞれ１部添付してください。

備考

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書

一般過誤

同月過誤（　　　　年　　月再請求分）

保険者名 東大阪市 事業所番号

事業所名
被保険者番号

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　）
被保険者氏名

FAX番号 　　　　　　　（　　　　　　）

サービス
提供年月

　 　　　　　　年　　　　月
～　　        年　　　　月

担当者名

２０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（介護予防ケアマネジメント費） 様式第7の3

９９ 東大阪市からの勧奨によるもの

（　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申立理由番号 申　立　理　由

０２ 請求誤りによる実績取り下げ

有　　　　・　　　　無

（　　　　　　　　　）
受付者

受　付　印

高額介護予防サービス費相当事業確認

※該当する様式番号・申立理由番号を○で囲んでください。

様式番号 様　式　名　称 明細書様式

１０ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書（訪問型サービス費・通所型サービス費） 様式第2の3
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３．東大阪市介護給付適正化事業について 

東大阪市では国の指針に基づき「東大阪市介護給付適正化計画重要事業実施計画書」を策定し、

「要介護認定の適正化」「ケアプランの点検」「医療給付情報の突合」「縦覧点検」「給付費通知」

「住宅改修の適正化」「福祉用具購入・貸与の調査」「給付実績の活用」の適正化事業を以下のと

おり実施しています。事業について、ご協力をお願いします。 

要介護認定の適正化 

・認定調査票及び主治医意見書を点検する。 

・認定調査員の新規及び現任研修、介護認定審査会委員に対する研修を実施する。 

・市の認定調査員職員が委託事業所新規調査員に実地見学研修を行う。 

ケアプランの点検 

・ケアプラン等を点検し、利用者の自立につながる、真に必要なサービスが適切に位置づけら

れているか確認する。 

・ケアプランの点検での主な指摘事項について、研修等で周知する。 

・一定条件のもと居宅介護支援事業所単位で抽出したケアプランについて、点検の実施及び地

域ケア会議または行政職員やリハビリテーション専門職が参加する形で行う会議等で検証する。 

医療給付情報の突合 

・国保連介護給付適正化システムから出力される「医療情報との突合リスト」等を用いて、給

付状況を確認する。 

縦覧点検 

・国保連介護給付適正化システムから出力されるリスト等を用いて、給付状況を確認する。 

給付費通知 

・給付実績等から、利用者ごとに直近６か月の利用実績を記載した給付費通知書を送付する。 

住宅改修の適正化 

・申請書類を点検し、理由書作成者や施工事業者に対し聞き取りを行う。 

・申請者の一部を抽出して、リハビリテーション専門職による住宅改修の計画内容及び申請者

の身体状況等を点検する訪問調査を実施する。 

福祉用具購入・貸与の調査 

・利用者の一部を抽出して、リハビリテーション専門職による福祉用具の利用状況及び計画内

容を点検する訪問調査を実施する。 

・福祉用具購入・貸与について、ケアプランの点検の際に必要性を確認する。 

・介護支援専門員から提出された理由書により軽度者の福祉用具貸与について必要性を確認す

る。 

・国保連合会から配信される給付実績の情報を活用して点検する。 

給付実績の活用 

・国保連合会から配信される給付実績等の情報を活用して、不適正な給付がないか確認する。 
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第三者行為求償対象者に係る情報提供について（お願い） 

1. 第三者求償とは 

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護

給付が必要となったりした被害者（被保険者）が介護サービスを利用した場合、その費用は

加害者である第三者が負担すべきと考えられています。 

介護保険では、介護保険法第２１条第１項の規定に基づき、第三者行為が原因による介

護保険給付額を限度として、保険者（東大阪市）は、被保険者が第三者（加害者）に対して有

する損害賠償の請求権を取得するとされています。 

このように、第三者行為が原因で、保険者が受けた損害を補てんするための求償行為を

「第三者行為求償」といいます。 

平成２８年４月 １日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、被保険者は

保険者への届出が義務となりました。 

2. 第三者行為により介護が生じる可能性がある場合について 

第三者行為による求償事務は、被保険者が東大阪市へ届出することによります。第三者

行為が原因で介護保険給付を受けることになった場合、速やかに東大阪市に届出が必要

です。サービス事業者においては、該当者について東大阪市への情報提供にご協力願いま

す。東大阪市は、損害賠償の徴収等に関する一連の手続きを「大阪府国民健康保険団

体連合会」に委託しています。東大阪市に提出された書類に基づき、第三者側（加害者・

損害保険会社等）と東大阪市から委託された大阪府国民健康保険団体連合会が損害賠

償の交渉を行います。 

3. 届出の提出書類 

① 第三者行為による傷病届 

② 事故発生状況報告書 

③ 同意書 

④ 誓約書（第三者が記入） 

⑤ 交通事故証明書（警察署で発行）の写し 

4. その他 

第三者行為による介護保険給付を受けている可能性がある被保険者の方について、東

大阪市から届出についてご案内する場合がありますので、ご協力願います。 

問合先：東大阪市福祉部高齢介護室給付管理課 ℡06-430９-31８6 
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生活保護制度の概要と介護扶助の留意点及び介護扶助適正化について 

東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課 

令和５年５月 
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1 

第１生活保護制度について 

日本国憲法第２５条に「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る。国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び推進に努め

なければならない」と規定されています。 

生活保護法（以下「法」という。）は、この憲法の理念に基づいて、国が生活に困窮するすべ

ての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、

その自立を助長することを目的とするものです。このような目的を達成するため、生活保護法

は、次のような基本原理・原則によってささえられています。 

基 本原理 ･原則  説         明 

基

本

原

理

国家責任の原理 

（法第１条） 

日本国憲法第２５条の理念により、国が生活に困窮するすべての国民

に対し、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、

その自立を助長します。 

無差別平等の原理 

（法第２条） 

生活に困窮するすべての国民は、法の定める要件を満たす限り、法に

よる保護を無差別平等に受けることができます。 

最低生活保障の原理 

（法第３条） 

法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維

持することができるものでなければなりません。 

補足性の原理 

（法第４条） 

法による保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力そ

の他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用するこ

とを要件として行われます。 

基

本

原

則

申請保護の原則 

（法第７条） 

法による保護は、要保護者、その扶養義務者、または、その他の同居

の親族の申請に基づいて、申請日以降開始されます。ただし、要保護

者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を

行うことができます。 

基準及び程度の原則 

（法第８条） 

法による保護の基準は厚生労働大臣が定めます。その基準は、要保護

者の年齢、世帯構成、所在地域などの基準に応じて、必要な事情を考

慮して定められています。 

必要即応の原則 

（法第９条） 

法による保護の決定及び実施については、要保護者の年齢、健康状態

等その個人または世帯の実際の必要性を考慮した上で、有効かつ適切

に行われます。 

世帯単位の原則 

（法第 10条） 

法による保護の要否及び程度は、世帯を単位として定めます。 

ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定められる場合

があります。 
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2 

1. 生活保護の方法と種類  

生活保護は、その内容によって、８種類の扶助に分けられています。それぞれ最低限度を充

足するに必要とされる限度において具体的な支給範囲が定められています。（法第１１条） 

種類 内容 給付 

生活扶助 衣食その他の日常生活品を購入する生活費、光熱水費 

現金給付 教育扶助 義務教育に必要な費用（学費、学用品、給食費、通学用品） 

住宅扶助 家賃や住宅を維持するのに必要な費用 

医療扶助 健康保険に準じて治療に必要な費用 
現物給付 

介護扶助 介護サービスに必要な費用 

出産扶助 分娩に必要な費用 

現金給付 生業扶助 就労に必要な費用、高校就学費用 

葬祭扶助 葬祭に必要な費用 

それぞれの扶助は、要保護者の必要に応じて２種類以上同時に給付される場合と医療扶助

のみ単独で給付される場合等があります。 

単 給 
医療費等の支出が増加した結果として、収入額が最低生活費を下回った場合

などに、最低生活費から不足分が医療扶助として単給される場合など 

併 給 生活扶助と住宅扶助など複数の扶助を受けるような場合です。 

2. 保護の実施機関  

都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村の長は、保護の実施機関として、その所

管区域内に居住地又は現在地を有する要保護者に対して保護を決定し、実施する義務を負って

います。（法第１９条） 

東大阪市では、これらの保護の決定、実施に関する事務は福祉事務所が行っています。 

＜東大阪市の福祉事務所＞ 

名     称 所  在  地 郵便番号 電 話 番 号 

東大阪市東福祉事務所 東大阪市旭町１－１ 579-8048 072-988-6616 

東大阪市中福祉事務所 東大阪市岩田町４－３－２２－３００ 578-0941 
072-960-9271～2(保護) 

072-960-9273(医療) 

東大阪市西福祉事務所 東大阪市高井田元町２－８－２７ 577-0054 
06-6784-7696(保護) 

06-6784-8993(医療) 

第２  指定介護機関とは 

介護扶助のための介護を担当する介護事業者は、国の開設した介護事業者については厚生

労働大臣の、その他の介護事業者については、開設者の申請に基づき、事業所の所在地を所管

する都道府県知事の指定を受けることとされています。（法第５４条の２） 

この生活保護の指定を受けた介護事業者を「指定介護機関」といいます。 
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3 

指定介護機関が遵守すべき内容として指定介護機関介護担当規定が定められています。 

（詳細は「介護機関の手引き」を参照してください。） 

指定介護機関介護担当規定（一部抜粋）（厚生省告示第 191 号 平成 12年 3月 31 日）

（指定介護機関の義務） 

第 1条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規定の定めるところによ

り、介護を必要とする被保護者の介護を担当しなければならない。（以下略）

【指定介護機関の義務と留意事項】 

福祉事務所から要介護者の介護の委託を受けた指定介護機関は、次の事項を遵守しなければな

りません。 

介護担当義務  

① 福祉事務所から委託を受けた要介護者及び要支援者について誠実かつ適切にその介護

を担当すること。                     （法第 50条第１項） 

② 指定介護機関介護担当規則の規定に従うこと。 

③ 指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険の介護の方針及び介護の報酬の

例によること。                     （法第 52 条第 1項） 

 介護報酬に関する義務  

① 被保護者について行った介護に対する報酬は、法による介護の報酬に基づき所定の請求

手続きにより請求すること。（法第 52条第２項） 

② 介護内容及び介護報酬の請求について市長の審査を受けること。（法第 53条第１項） 

③ 市長の行う介護報酬額の決定に従うこと。          （法第 53条第２項） 

 指導等に従う義務  

① 被保護者の介護について市長の行う指導に従うこと。     （法第 50条第２項） 

② 介護サービス内容及び介護報酬請求の適否に関する市長の報告命令に従うこと。 

（法第 54条第１項） 

③ 市長が当該職員に行わせる立入検査を受けること。      （法第 54条第１項） 

届出の義務  

① 指定介護機関は、届出事項に変更が生じた場合、該当する届出を速やかに行うこと。 

                        （法第 50 条の２） 

標示の義務  

① 指定介護機関は、「生活保護法指定」の標示をその業務を行う場所の見やすい箇所に提示

しなければならない。                    （規則第 13 条） 

 居宅介護支援計画・介護予防支援計画の作成にあたって 

① 介護保険の区分支給限度額の範囲内の計画を作成すること。 

② サービス提供事業者は、生活保護の指定介護機関から選ぶこと。 

③ 被保護者のプライバシーの保護に十分配慮すること。 

④ 2号みなしの被保護者が障害者総合支援法の介護給付を受ける場合は、介護保険区分支

給限度額との調整が必要になる。 

⑤ 介護券の発券には、福祉事務所へ居宅サービス計画等の提出が必要である。 
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4 

【指定介護機関における留意事項】 

(１)生活保護法による指定を受ける際に同時に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以降、「中国残留邦人

等支援法」）による指定も受けることとなります。中国残留邦人等支援法にかかる介護支援

給付は生活保護の介護扶助に準じた方法で実施されますが、詳細についてはサービスを受け

る被保護者の支援給付を実施している福祉事務所へご確認ください。

1. 指定介護機関の指定申請手続について 

(１)介護機関の指定申請 

介護事業者が、新たに介護扶助の請求を行うには、事業所ごとに生活保護法の指定が必要と

なります。ただし、生活保護法のみなし指定（「みなし指定について」参照）の対象となる介護

事業者については新規申請が不要です。 

みなし指定を含め指定後に、生活保護法施行規則に規定のある内容（次頁参照）に変更等が

あった場合は、生活保護法の変更届出等の手続きが必要です。また、介護保険法等における処

分を受けた事業所についても生活保護法の処分届や廃止届等の届出が必要となります。 

※訪問看護ステーションが「医療扶助」の請求を新規に行う場合は、みなし指定とはなりま

せんので別途、生活保護法指定医療機関の申請が必要です。 

(２)みなし指定について 

 生活保護法の改正により、平成２６年７月１日以降に介護保険法による指定または開設許可

を受けた介護事業者については、生活保護法等による指定を受けたものとみなされます（みな

し指定）。よって、このみなし指定を受けた介護事業者は生活保護法の新規指定申請は不要と

なります。ただし、平成26年 6月 30日以前に介護保険法の指定を受けているが生活保護の

指定を受けていなかった介護事業者は、みなし指定の対象とはなりませんので、新たに介護扶

助の請求を行う場合は、生活保護法による指定申請が必要となります。 

介護保険法の指定または開設許可 生活保護法の指定 生活保護法の申請手続き

平成 26年 6月 30日以前
あり －

なし 要

平成 27年 7月 1日以降
みなし指定 不要

別段の申出（辞退） 要

<生活保護のみなし指定を不要とする場合> 

介護保険法の規定による指定または開設許可をうけた介護事業者が生活保護の指定を不要と

する場合、申出書により「別段の申出」（辞退届）を行う必要があります。 

地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉設については、他のサービスとは異なり別段

の申出は行えません。ただし併設して行えるサービスについては可能です

なお、別段の申し出をした介護事業者が、改めて生活保護法の指定を希望するときは、生活

保護法による新規の指定申請が必要です。 

20



5 

（参考）【介護機関の指定、変更、廃止等の事由と提出書類】 

申 請 ・ 届 出 を 要 す る 事 項 提出書類 

(1) 平成２６年６月３０日までに介護保険法の指定を受けてい
た事業所（介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施
設を除く）が新たに生活保護法の指定を受ける場合

指定申請書 
誓約書 
印鑑（代表者印） 
介護事業者指定通知書
の写し（みなし指定を除
く）

既
に
指
定
介
護
機
関
で
あ
る
場
合

すでに他の介護サービスの指定を受けている事業所が、新た
な介護サービスを行なう場合（介護予防も含む） 

介護機関の名称、所在地、住居表示の変更 変更届 
介護事業者に交付され
る受理書の写し（みなし
指定を除く） 
管理者の変更のみ誓約
書が必要 

開設者が法人の場合、法人名称、所在地の変更 

開設者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職名 

管理者の氏名、生年月日、住所 

事業自体が廃止となるとき 
天災その他の原因により、介護機関の建物又は設備の相
当部分が滅失し又は損壊した時 
開設者が死亡し、又は失踪の宣告をうけたとき 
開設者が自己の意思により当該介護機関を廃止したとき

廃止届 
介護事業者に交付され
る受理書の写しで廃止
したことが確認できる
もの（みなし指定を除
く） 

事業廃止を伴わないが介護保険事業者番号が変更となったと
き 

指定介護機関が介護サービスの一部又は全てを廃止した場合 
（一部のサービスを廃止する場合は、そのサービス名を記載す
る） 
H26.7.1 以前に指定を受けている事業者（みなし指定も含む）

・指定介護機関が介護サービスの一部又は全てを休止した場
合 
（一部のサービスを休止する場合は、そのサービス名を記載
する） 

休止届 
介護事業者に交付され
る受理書の写しで休止
したことがわかるもの 
（みなし指定を除く）

・休止した指定介護機関が再開した場合 

再開届 
介護事業者に交付され
る受理書の写しで再開
したことがわかるもの 
（みなし指定を除く）

・介護保険法により指定の取消し等の処分を受けたとき 

処分届 
介護事業者処分通知書
の写し 
（みなし指定を除く）

指定介護機関が生活保護法の指定を辞退しようとする場合 
（辞退しようとする日の30日以上前に届出が必要） 

辞退届 

※ 申請様式に関しましては東大阪市ホームページ＞事業者の方へ＞福祉・介護保険＞生活保護法＞生活保護

法等による介護機関の指定にございますのでご参照ください。 
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第３介護扶助とは 

生活保護における８つの扶助の１つであり、介護保険創設（平成１２年度）とともに新たな

扶助として創設されたもので、生活保護受給者（以下、「被保護者」という。）がサービスを利

用した場合に現物給付されます。 

被保護者が介護扶助の給付を受けるには、要介護認定等の申請を行い、要介護状態、要支援

状態又は基本チェックリストに該当する状態であると認定される必要があります。 

介護扶助は居宅介護支援計画に基づいて行うものに限られるため、認定後は担当のケアマネ

ジャーが作成した居宅介護支援計画書（サービス利用票・利用票別表・居宅（施設）サービス

計画書等）、介護予防支援計画書、介護予防ケアマネジメントに基づくプラン又は介護予防ケ

アマネジメントの内容がわかるもの（以下、「居宅サービス計画等」という。）の写しを保護申

請書又は保護変更申請書とともに福祉事務所に提出する必要があります。 

施設入所についても同様に施設サービス計画書を提出してください。 

〈留意事項〉 

○ 被保護者のケアプラン作成にあたり、区分支給限度額を超えるものは認められません。 

○ 適用は原則、保護申請書又は保護変更申請書の提出日以降で必要と認められた日です。

○ （介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護は入居費用が住宅扶助の基準額内である場合に限り入居

が認められます。

〈参考：介護扶助の程度〉 

介護扶助の程度は、生活保護法第 8条に「要保護者の需要を基とし、不足分を補う程度にお

いて行うもので、必要な事情を考慮して最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであっ

て、且つ、これを超えないものでなければならない」とされています。 

生活保護法第 54 条の 2 第 4 項において準用する同法第 52 条の規定による介護の方針及び介護の報

酬に基づきその者の介護サービスに必要な最小限度の額 

厚生労働大臣の定める基準 昭和 38 年厚告１５８「生活保護法による保護の基準」 

(１)介護扶助の種類 

内容
居宅介護 
介護予防 
介護予防・ 
日常生活支援

居宅サービスについて居宅介護（介護予防）支援計画等に基づき支給を決定し
現物給付します。 

福祉用具 
介護予防福祉
用具 

被保護者の申請により、福祉用具購入の対象であるかを確認し、原則として現
金給付します。 
※ 被保険者以外の者にあっては、障害者総合支援法の日常生活用具の給付等

を受けることができない場合であること
住宅改修 
介護予防住宅
改修 

被保護者の申請により、住宅改修の対象であるかを確認し、原則として現金給
付します。 
※ 被保護者以外の者にあっては、障害者施策での給付を受けることができな

い場合であること
施設介護 施設サービスについて施設サービス計画等に基づき支給を決定し現物給付しま

す。
移送 居宅サービス利用時の交通費や介護施設への入所・退所に伴う移送の交通費等

（なるべく現物給付）について、最小限の実費を支給します。
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(２)被保険者と介護扶助の負担割合 

被保険者 負担割合 

【第１号被保険者】 

 市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者 

 (被保護者でも被保険者となる) 

介護保険９０％ 
介護扶助 

１０％ 

【第２号被保険者】 

 市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満

の医療保険加入者※1 で加齢に伴う特定疾病※2 により要

介護(要支援)状態の者 

介護保険９０％ 
介護扶助 

１０％ 

【被保険者以外の者（２号みなし）】 

 市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未 

満の医療保険未加入者※１で加齢に伴う特定疾病※２によ

り要介護(要支援)状態の者 

介護扶助１００％ 

※１ 国民健康保険の加入者は、被保護者になることで国民健康保険の被保険者から除かれる（国民健康

保険法第６条）ため介護保険の「第 2号被保険者」とはならない。 

国民健康保険法（適用除外） 
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県

内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者としない。 

九 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護を受けている世帯（その保護を停止さ
れている世帯を除く。）に属する者

※２ 加齢に伴う特定疾病１６種類【介護保険法施行令第２条】 

①末期がん（医師が判断したものに限る）、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症④後縦靭帯骨化症、

⑤骨折を伴う骨粗鬆症、⑥初老期における認知症、⑦進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパー

キンソン病、⑧脊髄小脳変性症、⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多系統萎縮症、⑫糖尿病性神経障害・糖

尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症、⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝

関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(３)被保険者以外の者（2号みなし）とは 

40 歳以上 65 歳未満で特定疾病により要介護状態又は要支援状態にある者は「2 号被保

険者」となりますが被保護者のほとんどは医療保険未加入となるため 2 号被保険者になり

ません。被保護者で 2号被保険者の対象にならない者は「被保険者以外の者」（以下、「2号

みなし」という。）となり費用の全額を生活保護の介護扶助で給付します。給付対象のサー

ビスは最低限度の生活を保障するという生活保護制度の趣旨目的から原則として介護保険

の給付対象サービスと同範囲です。（生活保護法第１５条の２） 

2 号みなしの被保護者は、自立支援給付等（障害者総合支援法、難病法など）の優先的な

活用を図ったうえで、なお介護保険サービスの利用が必要不可欠であると認められる場合に

限り介護扶助が給付されます。（保護の補足性の原理）。 

 被保険者番号は「H」から始まり、介護サービス費用（ケアプラン作成料も含む）は介護扶

助（公費 100%）で請求します。保険請求（保険0%）分はありません。 
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 利用後に他法の活用が見込めるようになった場合は優先して他法を活用してください。 

(４)介護券の発行  

福祉事務所は居宅サービス計画等を確認した後、介護サービスごとに事業者に対して介護

券を毎月発行・送付します。介護予防・日常生活支援（訪問助け合いサービス及び通所型つ

どいサービスのみ）、福祉用具購入（介護予防福祉用具購入）、住宅改修（介護予防住宅改修）

及び移送を除き、介護券を発行します。 

介護事業者は介護券に基づいて介護扶助分を国保連合会にご請求いただくこととなります。

介護券の内容を介護給付費明細書に正確に転記し請求してください。(番号間違えが増えてい

ます。請求前にもう一度公費負担者番号・受給者番号をそれぞれ確認してください。) 

第４介護扶助と他法他施策との関係 

他の制度の活用が見込める被保護者は、必ず他の制度を優先して活用してください。本人が

選択したとの理由で難病等の他法が適用できる被保護者に介護扶助の請求は不適切です。他法

他施策を活用した上で、なお介護サービスの利用が必要不可欠と判断された場合に介護扶助は

適用されます。(補足性の原理による) 

要保護者の介護扶助にあたっては、補足性の原理により優先して活用できる他法他施策がある場合には、当

該保護者に対してこれを活用すべきことを指導するとともに、当該他法他施策の運営実施機関に連絡して、

当該要保護者に関する処遇が適正円滑に行われるように配慮すること（介護扶助実施方式） 

(１)介護扶助に優先される主な介護保険優先公費等 

公費負担医療等 負担割合 対象サービス 資格証明等 

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律（精神通院医療） 

100 

訪問看護、介護予防訪問看護 受給者証 

原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律（一般疾病

医療費の給付） 

100 

介護老人保健施設サービス及び介護医療院サービス含め医療

系サービス（介護予防サービスを含む）の全て 

※食費及び居住費を除く 

被爆者健康

手帳 

難病の患者に対する医療等

に関する法律（難病医療費

助成） 
100 

訪問看護、介護予防訪問看護、医療機関及び介護医療院の訪問

リハビリテーション、医療機関及び介護医療院の介護予防訪

問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養

管理指導、介護療養施設サービス及び介護医療院サービス 

受給者証 

被爆体験者精神影響等調査

研究事業 

100 

訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護

予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居

宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハ

ビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介

護、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医

療院サービスの医療系サービスの全て。※食費及び居住費を

除く 

受給者証 

原爆被爆者の訪問介護利

用者負担に対する助成事

業 

100 

訪問介護及び訪問型サービス（独自） 

（前年度の収入により決定、申請先は保健センター） 

資格認定証 

原爆被爆者の介護保険等

利用者負担に対する助成

事業 

100 

介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所

生活介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通

所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型

居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型

通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同

生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護及び通所型サ

ービス（独自） 

被爆者健康

手帳 
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第５介護報酬の請求手続 

(１)介護券に基づく請求  

  介護扶助の請求は、福祉事務所から発行される介護券に基づき、公費負担者番号及び受

給者番号等を介護給付費明細書へ正確に転記し、大阪府国民健康保険団体連合会に毎月 10

日までに請求してください。 

 ※ 介護報酬請求の際の留意事項 

  下記の点にご留意の上、介護報酬をご請求下さい。 

① 介護券に本人支払額が記載されている場合は、直接本人から記載されている額を

徴収し、残額を介護報酬として大阪府国民健康保険団体連合会に請求して下さい。 

② 介護券から介護給付費明細書に必要事項を正確に転記してください。  

③ 2号みなしの居宅サービス費及び居宅介護支援費（ケアプラン作成料）は、福祉

事務所から介護券の交付を受けて全額介護扶助（公費 100%）で国保連合会に請

求してください。保険給付率をいれると返戻になります。 

④ 居宅療養管理指導は、給付管理の対象外となっていますが、介護券はサービス利

用票に基づいて発行されます。担当のケアマネジャーに居宅サービス計画への位

置づけとサービス利用票への記載を依頼してください。 

⑤ 当該月に介護サービス等の利用がなかった場合は、利用のない介護券について福

祉事務所へご連絡ください。 

⑥ 東大阪市には 3つの福祉事務所があります。それぞれ中・西・東福祉事務所の公

費負担者番号は違いますので請求時はご注意ください。他の福祉事務所の公費負

担者番号で請求された場合は返戻もしくは過誤の扱いになります。 

(２)本人支払額の請求 

福祉事務所では、被保護者が負担できる収入があると認定した場合は、その負担できる額

を本人支払額として介護券に記載します。介護事業者は、交付された介護券に本人支払額が

記入されている場合は、その額を当該被保護者に直接請求してください。 

介護給付費明細書は、公費分本人負担額の欄に記載します。利用者負担額から公費分本人

負担額を差し引いた額が公費（介護扶助）請求額となります。 

本人支払額の上限は 15,000 円です（居住費及び食費の標準負担額を除く）。なお、2号

みなしの被保護者については本人支払額の上限がありません。記載額の請求をお願いしま

す。 

第６その他の留意事項について 

(１)介護保険負担限度額認定申請の手続きについて 

被保護者が、短期入所サービスや施設サービスを利用する場合、食費や居住費は利用者負

担第 1 段階が適用されますが負担減免を受けるには、負担限度額認定申請を保険者に対し

て行う必要があります。負担減免は、申請後に適用される為、利用前に手続きをおこなって

ください。被保護者本人が手続きを行うことが困難な場合には、申請のお手伝いをお願いし

ます。また、個室やユニット型居室に入居する場合で社会福祉法人等による利用者負担の減
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額等の制度が活用できる場合は、手続きをお願いします。 

〈被保護者が利用できる利用者負担軽減制度等〉 

食費 滞在費・居住費 

介護保険負担限度額認定 

（特定入所者介護サービス費） 

1 号・2号 〇 〇 

2 号みなし × × 

社会福祉法人等による生計困難者等に

対する利用者負担軽減制度事業 

1 号・2号 × 〇 

2 号みなし × 〇 

※ 被保護者に係る食費及び居住費（滞在費）は介護保険の「食費の基準費用額」及び「居住費（滞在

費）の基準費用額」の範囲内であることが義務付けられています。食費について 300 円/日を超え

る額で国保連に請求した場合は返戻されます。 

<参考>生活保護法第 54条の 2第 4項において準用する同法第 52条第 2項の規定による介護の方針及び介護

の報酬（厚生省告示第 214号 平成 12年 4月 19日） 

九 介護保険法第 51 条の３第 5 項に基づき特定入居者介護サービス費の支給があったとみなされた場合

にあっては、同条第 2 項第一号に規定する食費の負担限度額又は同条第二号に規定する居住費の負担限度

額を超える額の支払いを受けてはならない。（以下略） 

※ 被保護者の場合、社会福祉法人等による生計困難者等の対する利用者負担軽減制度事業は福祉施設

入居や短期入所の居住費（滞在費）のみが対象です。生計困難者の軽減対象サービスとは適用範囲

が異なりますのでご注意ください。 

(２)短期入所サービスや施設サービス時の個室利用について 

被保護者が短期入所サービスや施設サービスを利用する場合の個室利用の考え方は下記

のとおりです。施設入所に関しては居住費が減免等により費用負担が発生しない場合は個

室利用が可能ですが、費用が発生する場合は利用が認められません。短期入所サービスにつ

いては、滞在費を本人負担できる場合は利用が認められますが、支払いが困難となる可能性

もあるので費用について事前に本人又は家族への説明を十分に行ってください。 

<被保護者の個室利用について> 

居室の種類 施設入所 短期入所 備考 

多床室 ○ ○  

従来型個室 ▲ ○ 短期入所時の個室は被保護者本人が滞在

費を支払える場合は利用可、福祉事務所は

費用の負担を行わない。

ユニット型個室 ▲ ○ 

ユニット型個室的多床室 ▲ ○ 

特別な居室 × × 利用者が選定する特別な居室

○利用可、▲例外的対応または減免等により費用が発生しない場合は可、×利用不可 

平成１７年９月１４日 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡より 

(３)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護における泊りサービス及び入

院時の請求について 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護における泊りサービスの費用（食
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費や宿泊費）は補足給付の対象とならないため、食費及び宿泊費が全額本人負担になります。

本人が支払を行える場合には利用は可能ですが、宿泊の費用が高額となり支払いが困難に

なる可能性もあるため、利用にあたっては本人又は家族への説明を十分に行ってください。

（社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業の対象にもなりません） 

また、宿泊サービスは住居とは認められないため住宅扶助の対象ともなりませんのでご

注意ください。 

被保護者が月途中に入院した場合は、生活保護制度における必要かつ最小限の給付とい

う観点から一時的に契約を終了し、日割り計算での請求をお願いいたします。 

(４)定期巡回・随時対応型訪問介護看護と入院時の請求について 

被保護者が月途中に入院した場合には、生活保護制度における必要かつ最小限の給付と

いう観点から一時的に契約を終了し、日割り計算での請求をお願いいたします。 

「入院の場合、契約は継続しているので月額包括報酬の請求は可能である。ただし、利用

者負担を考慮して日割りで請求することも差し支えない。」 

（H25 年 10 月 28 日世田谷区介護保険課が厚生労働省老健局振興課基準第 1係に電話確認） 

第７ 生活保護行政適正化について 

本市では、被保護者が人口の約３．４％であり、市の予算全体の約 2割を占める状況とな

り、財政硬直化の主たる要因ともなっています。これを受け、平成 24 年 1 月に市長を本部

長とした「生活保護行政適正化推進本部」が設置されました。 

また、平成 24 年 9 月には、適正化に向け具体的な内容や数値目標を盛り込んだ「東大阪

市生活保護行政適正化行動計画」を策定しました。行動計画は平成 28 年 3 月末で終了して

いますが、今後もこの流れを止めることがないように市独自施策の基本的な方針として、「東

大阪市生活保護行政適正化方針」を策定し、生活保護行政の適正化を図っていきます。この

方針の中で、介護扶助の適正化も推進しており、福祉事務所に専門の適正化推進員を配置し、

請求内容の検証や請求誤りの点検などを行っております。 

(１)適正化に伴う点検について 

点検では、「介護扶助の適正化について」（H23.3.31 社援保発 0331第 14号）の通知

に基づき、被保護者の状態に応じた適切なケアプランが作成されているか、被保険者以外の

者（２号みなし）の者について、「生活保護法 4条の２」の他法優先の原則により、障害者

総合支援法や難病法など他法が活用できないか、また、受給資格など請求内容に過誤がない

か等の確認を行っています。事業者の皆さまにも請求内容などについて確認させていただ

くことがあると思いますのでご協力をお願いいたします。 

〈参考：介護扶助の適正化について〉H23.3.31 社援保発 0331第 14 号 

１ 居宅サービス計画（ケアプラン）の確認 

各福祉事務所において、実際に居宅サービス計画の作成経験のある介護支援専門員資格所有者を

雇用する等を通じて、利用者の意向を十分把握した上でサービス提供の検討が行われているかど

うか等の確認を行い、不正又は不適切なサービス提供がなされていないか確認すること。 

２ 介護券交付処理簿と介護給付費公費受給者別一覧表との照合 

３ 医療扶助給付情報との照合 
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(２)適正化業務における主な指摘事項について 

内容 対処 根拠 

古い受給者番号が使用され

ている 

福祉事務所より送付された介護券

を確認のうえ請求をしてください 

介護扶助運営要領５－２－（７）－オ 

（ウ）介護券から介護給付費明細書

への正確な転記 

福祉事務所が変更となった場合には

公費負担者番号も変更になります 

すでに廃止された被保護者

についての請求がある 

保険者へ過誤申立をおこなってく

ださい※１ 

２号みなしの被保護者が月

途中で１号被保険者となっ

ているが、全額介護扶助での

請求がある 

保険者へ過誤申し立てをおこない、

それぞれ日割り計算での請求を行

ってください 

月額包括報酬の日割り請求にかかる

適用（平成 30 年 3 月 30 日老健局

介護保険計画課・老人保健課事務連

絡） 

2 号みなしの被保護者への

他法他施策の適用ができて

いない 

介護扶助に優先して給付される他

法他施策を活用してください 

介護扶助運営要領５－２－（２） 

他法他施策との関係 

区分支給限度額を超えたサ

ービスの提供が行われてい

る 

区分支給限度額の範囲内になるよ

う居宅サービス計画の見直しや介

護保険施設の入居を検討 

介護扶助運営要領５－２－（１） 

決定の際の留意事項（ア） 

居宅介護支援運営基準 13 条の三 

利用者の心身または家族の状況等に

応じ、継続的かつ計画的に指定居宅

サービス等の利用が行われるように

しなければならない 

毎月、区分支給限度額の利用

率 99％超が続いている 

※３ 

請求の調整を行わなければ区分支

給限度額を超過していると考えら

れるため居宅サービス計画の見直

し 等 

請求調整を行っている事業者が散

見されます。 

2 月のみ日数が少ないため

訪問回数を増やした※３ 

退院後、少ない日数で区分支

給限度額を使い切る※３ 

被保護者の状態からみて不

適切なサービスの提供が行

われている※２、※４ 

被保護者の介護サービスに必要な

最小限度の額とすること。居宅サー

ビス計画の見直し 

生活保護法第 8条 

厚告158生活保護法による保護の基

準 

同一事業者が定期巡回型訪

問介護と訪問介護を定期的

に切替え初回加算の算定を

している 

意図的に変更を行い加算の算定が

行われていると思われる事業所に

は個別指導を行う場合もあります 

※１.他市が保険者である場合は公費分過誤申出書により福祉事務所が返戻する場合がある。 

※２.不適切なサービス利用とは、事業者等による利益追求の結果、利用者の意向や状態像にあってないサー
ビスが提供されているような場合のことを指す。特に高齢者住まいでは集住度の高さゆえ、個別性のな

い画一的なプランにより、効率性と利益追求のサービス提供が行われていないかを確認する必要がある。 

例：ある入居者は、朝・夕の着替え、身支度ができるのに、ケアプランに、訪問介護の起床介助や就寝
介助を盛り込んでいる。特に要介護１・２の入居者に、全員、起床介助、就寝介助を盛り込んでいる場
合は、注意深い検証が必要 

※３.職員の勤務シフトやサービス提供実態を踏まえて、サービスありき、いわば“後付け”で、訪問介護を
算定できるサービスを見つけて、ケアプランを策定し、それに基づき、介護保険の請求を行う。 

※４.アセスメントの結果に基づかず、要介護度に応じて、一律のケアプランが策定されている。その結果と
して自立支援の観点が不足する。できることは利用者自らが行うといった前提に反した不要なサービス
が行われているがケアプランの見直しがなされていない。 

（大阪府版高齢者住まいにおける外付けサービス利用の適正化に向けた保険者用点検チェックシートより）
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(３) 介護扶助の受給資格確認について 

介護扶助における受給資格の確認については以下のとおりとなっています。保護廃止後

や受給決定前など受給資格がないと思われる請求があった場合は、福祉事務所より各事業

所に連絡をさせていただきます。 

１号・２号被保険者 ２号みなし 

資格点検 福祉事務所 国保連合会 

資格確認 介護給付費公費受給者一覧 被保護者異動連絡票 

確認月 請求月の翌々月 請求月 

第８高齢者向け住宅の適正化について 

(１)高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取り扱い指針 

東大阪市では、被保護者が高齢者向け住宅に入居する場合に生活保護基準への整合性の確

認とサービス内容に関して最低生活の維持・確保を確認することを目的として取り扱い指針

を定めています。指針の概要は、被保護者が入居する施設は原則として各法に定められた住

宅であり、東大阪市有料老人ホーム設置運営指針等の法令を遵守している事業者であること

などが定められています。被保護者が入居する場合は事前に福祉事務所までご相談ください。 

<参考 各法に位置づけられた住宅> 

老人福祉法 

第５条の２ 認知症対応型老人共同生活援助事業（グループホーム） 

第５条の３ 養護老人ホーム、経費老人ホーム（ケアハウス） 

第２９条 有料老人ホーム（介護付き・住宅型など） 

高齢者住まい法 第５条 サービス付き高齢者向け住宅 

詳細は、「高齢者向け住宅における生活保護実施に関する取扱い指針」R3.6.11 をご参照ください。 

(２)医療依存度が高い被保護者を入居させる場合 

喀痰吸引や経管栄養など医行為が必要な被保護者を高齢者向け住宅へ入居させる事例が増

えてきています。入居を検討する場合には、喀痰吸引等事業者への登録など住宅で医行為を

行える体制を整備してください。住宅の看護師が医行為を実施する場合でも文書による医師

の個別指示が必要（指示料の算定不可）で、包括的指示や口頭指示による医行為の実施はで

きません。入居者の医行為を訪問看護ステーションに委託して住宅が実施する場合は、重要

事項説明書や契約書に提供内容及び費用を記載し、被保護者や家族に説明し同意を得てくだ

さい。 

高齢者向け住宅では看護師の雇用がないにもかかわらず、「24 時間看護師常駐」などとい

った誇大広告を出している事業者が見受けられます。併設の訪問看護事業所等が常駐して介

護保険サービス等を提供しているような場合は特定事業者への誘導行為にあたります。 

大阪府版高齢者住まいにおける外付けサービス利用の適正化に向けた保険者用点検チェック
シートより 
「併設の訪問介護事業所により 24時間安心の介護」、「併設のデイサービス（通所等）をご利
用いただきます」など併設事業所の利用を前提とした広告表示をしている。 
（有老指針 10（10）ロ、高齢者居住安定確保基本方針五４、居宅介護支援等運営基準1条の２_２項、3項、4条 2
項違反）

日常的な医行為を特別訪問看護指示があったとして繰り返し医療扶助申請を行う事業所が

ありますが、特別訪問看護指示の定義に該当しないため申請が却下となることがありますので
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ご留意ください。（理由については、診療報酬関連の通知等をご参照ください。） 

(３)住まいが提供する付帯サービスと外付けサービスの明確化 

住まい事業者が介護事業所を併設する等して介護サービスを提供する場合は、外付けサー

ビス（介護保険など）と住まいが提供する付帯サービス等は明確に区別をしてください。介

護サービス費は、個人契約によるサービスと介護保険サービスが明確に区別できる場合に限

り請求することができます。有料老人ホームや東大阪市の生活保護の指針でもサービスを明

確に区分することが求められています。

【老振発第 76号】、【老老発 0928 第 1号】、【東大阪市有老指針 10-(10)ロ】、【東大阪市生保指針２－（３）イ】 

移乗介助が必要な被保護者に住宅の付帯サービスが全くない場合はベッドから車いすなど

日常の移乗行為ができず住宅での生活が成り立たないと考えられます。福祉事務所が被保護

者の生活状況を考慮した場合に歩行が困難な要介護者の入居が難しいと判断することがあり

ます。 

【介護事業者が高齢者住宅で保険外サービスを提供する場合の条件】 

○ 事前にサービス内容を設定し明確に区分されていることを利用者に説明し理解を得

ていること。また、ケアプランに位置付けられていること。 

○ 従業員の業務区分を勤務表等により明確にしておくこと。保険外サービスの運営規

定（事業の目的、運営方針、利用料）が介護保険とは別に定められていること。 

○ 同一のサービスが行われる場合は保険内と保険外サービスの費用について不合理な

差がないこと。指定訪問介護の会計とは区分されていること。 

限度額を超えたためボランティアでサービスを行った等の内容は運営基準違反です。 

利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領でない指定訪問介護を提供した

際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額と、法定代理受領サービスであるして訪問介

護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他法への転嫁等による不合理な差額を設けてはな

らない。（基準解釈通知） 

(４)高齢者向け住宅における被保護者へのサービスの特徴 

夜間の訪問介護について

最近の動向として夜間に良質な睡眠がとれるよう夜間のおむつ交換を減らす方向にあ

ります。H30年厚労省報告書「排泄介護の各プロセスにおける効率的な支援を実施する
ための介護技術開発に関する検討」では夜間(17:00～8:00)のおむつ交換は、特養・老健
では 55％が「していない」、21％が「状態に応じ実施」となっており、介護保険施設で
は夜間のおむつ交換は減少方向にあります。

しかし、約 2割の高齢者向け住宅が重度介護被保護者の 6割超に夜間のおむつ交換を
行っています（居宅サービス計画及び請求状況による分析）。新たに対象となった排泄予

測支援機器等も活用し被保護者が良質な睡眠をとれるように努力してください。

適切なケアプランとサービスの提供について

 ケアプランの点検や公費負担請求状況でも住宅の付帯サービスが明確になっておらず、

サービスありき、いわば“後付け”で、訪問介護を算定できるサービスを見つけて、ケ

アプランを策定し、それに基づき、介護保険の請求を行っていると思われる事業者があ
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ります。これは、居宅介護支援等運営基準 13条、居宅サービス等運営基準 23 条 1 号、
24号 1条違反となります。

(５)大阪府ケアプラン点検マニュアル（令和元年度版）より 

高齢者向け住宅入居者を大阪府の調査データと東大阪市のデータで比較してみました。

○ 「要介護４」以上の重度の割合が高い

大阪府：38%、東大阪市：39% 
○ 障害高齢者の日常生活自立度「Bランク」以上の重度者の割合が高い
○ 認知症高齢者の日常生活自立度の「Ⅲランク」以上の重度者の割合が高い

○ 区分支給限度額利用率の「90％以上 100%以下」の割合が高い
大阪府 東大阪市

50%以上 60%未満 4.7% 6.8% 

60%以上 70%未満 6.2% 8.8% 

70%以上 80%未満 9.0% 13.4% 

80%以上 90%未満 16.1% 23.9% 

90%以上 100%以下 48.5％ 30.4% 

○ 薬の内服や買い物の「全介助」の割合が高い

○ 訪問介護と居宅療養管理指導の割合が高い

 大阪府 東大阪市 

訪問介護 97.6％ 84.5％ 

居宅療養管理指導 84.1％ 88.0％ 

※東大阪市のデータは定期巡回・随時対応型訪問介護看護や訪問型サービス等の訪問

介護の類似サービスも含みます。訪問介護のみのデータでは 77％でした。

○ 訪問介護の身体介護の割合と平均回数（月）が高い

大阪府 東大阪市

身体介護の割合 92.0％ 92.4％ 

身体生活の割合 27.4％ 17.1％ 

生活援助の割合 64.1％ 10.2％ 

通院乗降の割合 1.6％ 0.3％ 

身体介護の平均回数 56.7 回 51.1 回 

○ 福祉用具貸与の種目別の「特殊寝台本体」の割合が高い

大阪府：84.5%、東大阪市：90.1% 

○ 認定申請種別の「区分変更申請」の割合が高い

大阪府：15.3％、東大阪市：10.７％ 

東大阪市の被保護者は骨折直後や入院直後に区分変更を行っていることが多い。R5現

在も急性病名での退院直後などで一時的に変化している時期での区分変更が見受けら

れます。 

認定調査の実施及び留意点 

○ 調査対象者が急病等によってその状況が一時的に変化している場合等で、適切な認定調査が行えない

と判断した時には、その場では認定調査は行わず、状況が安定した後に再度調査日を設定し認定調査

を行う。 

○ また、入院後間もない等、調査対象者の心身の状態が安定するまでに相当期間を要すると思われ、介

護保険によるサービスの利用を見込めない場合は、必要に応じ、申請者に対して、一旦申請を取り下

げ、状態が安定してから再度申請を行うように説明する。 

認定調査員テキスト 2009 厚生労働省 
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○ 被保護者の割合が高い 

大阪府：32％、東大阪市：37％（被保護者が 75％に達する住宅もある） 

といったような内容となっています。 

第９個別指導の実施 

 東大阪市では、被保護者の処遇が効果的に行われるよう福祉事務所と指定介護機関相互の

協力体制を確保することを主眼として、指定介護機関の個別指導を行っています。 

個別指導は、被保護者の介護サービスの給付に関する事務及び給付状況、介護扶助に対す

る理解等について介護記録その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談形式で実施しますので、ご協

力をお願いします。 

〈参考：指定介護機関に対する指導及び検査〉 

指導 検査（監査） 

目的 被保護者の処遇向上と自立助長に資す

るため、法による介護の給付が適正に

行われるよう制度の趣旨、介護扶助に

関する事務取扱等の周知徹底を図る。 

被保護者に係る介護サービスの内容及

び介護の報酬の適否を調査して介護の

方針を徹底させ、介護扶助の適正な実

施を図る。 

対象 すべての指定介護機関 個別指導の結果、検査を行う必要があ

ると認められる介護機関及び個別指導

を拒否する指定介護機関 

内容及

び方法 
一
般

法並びにこれに基づく命令、告

示及び通知に定める事項につい

て周知徹底を図るため、講習会、

懇談、広報、文書等の方法によ

り行う。 

被保護者に係る介護サービスの内容及

び介護の報酬の請求の適否について、

介護給付費公費受給者一覧表等と介護

記録その他の帳簿書類の照合、設備等

の調査により実地に行う。 

必要に応じ要介護者等についての調査

を合わせて行うこととする。 

個
別

被保護者の介護サービス給付に

関する事務及び給付状況等につ

いて介護記録その他の帳簿類等

を閲覧し、懇談指導を行う。 

特に必要があると認められると

きは、被保護者についてその介

護サービスの受給状況等を調査

することができる。 

根拠法 生活保護法第 54条の２第 4項 

（生活保護法第 54条第 1項準用） 

生活保護法第 54条の２第 5項 

（生活保護法第 54条第２項準用） 

（お問い合わせ先） 

東大阪市生活支援部 

生活福祉室生活福祉課 

TEL：06-4309-3226
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s-corona@city.higashiosaka.lg.jp
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「○○○○○○（施設名）」における

水害時の避難確保計画

作成年月日：         
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１．目的

 この計画は、水防法第１５条の３第１項に基づくものであり、「○○○○○○○○（施設名）」の利用者

の水害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とし、当施設に勤務又は利用する全ての者に適

用するものとする。

２．防災体制

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注
意
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・大雨・洪水注意報発表

・氾濫注意情報発表

 □寝屋川流域

・寝屋川（治水緑地）

・第二寝屋川（照明橋地点）

  ・恩智川（住道地点）

  ・恩智川（治水緑地地点）

  ・平野川（太子橋地点）

 □大和川

気象情報等の情報収集

洪水予報等の情報収集

情報収集伝達要員

警
戒
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル３ 高齢

者等避難」の発令

・大雨警報（浸水害）・洪水警報発表

・氾濫警戒情報発表

 □寝屋川流域

・寝屋川（治水緑地）

・第二寝屋川（照明橋地点）

  ・恩智川（住道地点）

  ・恩智川（治水緑地地点）

  ・平野川（太子橋地点）

 □大和川

洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員

使用する資機材の準備 避難誘導要員

保護者・入院（所）者家族へ

の事前連絡

情報収集伝達要員

周辺住民への事前協力依頼 情報収集伝達要員

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員

非
常
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル４ 避難

指示」の発令

・大雨特別警報発表

・記録的短時間大雨情報発表

・氾濫危険情報発表

 □寝屋川流域

・寝屋川（治水緑地）

・第二寝屋川（照明橋地点）

  ・恩智川（住道地点）

  ・恩智川（治水緑地地点）

  ・平野川（太子橋地点）

 □大和川

施設内全体の避難誘導

（屋外へ避難することが危

険な場合は、施設内での避

難とする。）

避難誘導要員
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３．情報収集及び伝達

 （１）情報収集

   収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

収集する情報 収集方法

気象情報、洪水予報、水位到達情報 テレビ（データ放送）、ラジオ、インターネット（気

象庁HP、大阪府 河川防災情報）等
「警戒レベル３ 高齢者等避難」、「警戒レ

ベル４ 避難指示」、「警戒レベル５ 緊急安

全確保」

防災行政無線、エリアメール/緊急速報メール、市
ウェブサイト、Facebook、Twitter、テレビ（デー
タ放送）等

  ・停電時は、ラジオ・タブレット・携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾

電池・バッテリー等を用意する。

  ・提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況等、施設内から確認する。

 （２）情報伝達

  別紙○の「緊急連絡網」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

４．避難誘導

 （１）避難場所

  ①屋外への避難

   水害時の避難場所は、「名称：○○○○○ 住所：○○○○○○○○○」とする。

  ②屋内での避難

   周辺の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設の○階

の○○○（建物内のより安全な場所）へ避難し、屋内安全確保を図るものとする。

 （２）避難経路

  ①屋外への避難

   別紙○「避難経路図（屋外避難）」のとおりとする。

  ②屋内での避難

   別紙○「避難経路図（屋内避難）」のとおりとする。

 （３）避難誘導

  ・避難にあたっては、どこへ、どうやって避難を開始するのかを施設職員、利用者等に周知する。

・屋外へ避難する際は、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

  ・浸水するおそれのある階または施設からの退出が概ね完了した時点で、未避難者を確認する。

（４）避難方法

①屋外への避難

    避難する際は、車両等を使用せず徒歩とするが、徒歩による避難が困難な場合は、車両による避

難とする。

     車両による移動：車両○台 ○人（利用者○人、施設職員○人）

     徒歩による移動：○人（利用者○人、施設職員○人）

②屋内での避難
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    本施設の○階の○○○への避難は、徒歩、車いすによるものとし、エレベータの使用は車いす利

用者を優先する。

５．避難の確保を図るための施設の整備

 ・情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資機材については下表「避難確保資機材等一

覧」に示すとおりである。

 ・これらの資機材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資機材等一覧

活動の区分 使用する設備または資機材

情報収集・伝達
テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電

池、携帯電話用バッテリー等

避難誘導

名簿（施設職員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電

灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、車

いす、担架、紙おむつ、常備薬等

施設内避難のための水・食糧・寝具・防寒具

６．防災教育及び訓練の実施

 （１）毎年○月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

 （２）毎年○月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。
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「○○○○○○（施設名）」における

水害時の避難確保計画

作成年月日：         

記入例

雛型を利用される場合は、記入例で黄色に着色された部分をご記

入ください。その他、施設の状況に応じて適宜内容を追加・変更・

削除してください。
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１．目的

 この計画は、水防法第１５条の３第１項に基づくものであり、「○○○○○○○○（施設名）」の利用者

の水害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とし、当施設に勤務又は利用する全ての者に適

用するものとする。

２．防災体制

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注
意
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・大雨・洪水注意報発表

・氾濫注意情報発表

 ■寝屋川流域

・寝屋川（治水緑地）

・第二寝屋川（照明橋地点）

  ・恩智川（住道地点）

  ・恩智川（治水緑地地点）

  ・平野川（太子橋地点）

 □大和川

気象情報等の情報収集

洪水予報等の情報収集

情報収集伝達要員

警
戒
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル３ 高齢

者等避難」の発令

・大雨警報（浸水害）・洪水警報発表

・氾濫警戒情報発表

 ■寝屋川流域

・寝屋川（治水緑地）

・第二寝屋川（照明橋地点）

  ・恩智川（住道地点）

  ・恩智川（治水緑地地点）

  ・平野川（太子橋地点）

 □大和川

洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員

使用する資機材の準備 避難誘導要員

保護者・入院（所）者家族へ

の事前連絡

情報収集伝達要員

周辺住民への事前協力依頼 情報収集伝達要員

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員

非
常
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル４ 避難

指示」の発令

・大雨特別警報発表

・記録的短時間大雨情報発表

・氾濫危険情報発表

 ■寝屋川流域

・寝屋川（治水緑地）

・第二寝屋川（照明橋地点）

  ・恩智川（住道地点）

  ・恩智川（治水緑地地点）

  ・平野川（太子橋地点）

 □大和川

施設内全体の避難誘導

（屋外へ避難することが危

険な場合は、施設内での避

難とする。）

避難誘導要員

「寝屋川流域」及び「大和川」のチェックボックス

に、通知文に添付されている施設一覧を参考に、該

当の浸水想定を選択してください。いずれかに該

当、もしくは両方に該当する場合があります。

なお、東大阪市地域防災計画にも要配慮者利用施設

一覧が掲載されていますので参考にしてください。
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３．情報収集及び伝達

 （１）情報収集

   収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

収集する情報 収集方法

気象情報、洪水予報、水位到達情報 テレビ（データ放送）、ラジオ、インターネット（気

象庁HP、大阪府 河川防災情報）等
「警戒レベル３ 高齢者等避難」、「警戒レ

ベル４ 避難指示」、「警戒レベル５ 緊急安

全確保」

防災行政無線、エリアメール/緊急速報メール、市
ウェブサイト、Facebook、Twitter、テレビ（デー
タ放送）等

  ・停電時は、ラジオ・タブレット・携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾

電池・バッテリー等を用意する。

  ・提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況等、施設内から確認する。

 （２）情報伝達

  別紙○の「緊急連絡網」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

４．避難誘導

 （１）避難場所

  ①屋外への避難

   水害時の避難場所は、「名称：○○○○○ 住所：○○○○○○○○○」とする。

  ②屋内での避難

   周辺の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設の３階

の多目的室（建物内のより安全な場所）へ避難し、屋内安全確保を図るものとする。

 （２）避難経路

  ①屋外への避難

   別紙○「避難経路図（屋外避難）」のとおりとする。

  ②屋内での避難

   別紙○「避難経路図（屋内避難）」のとおりとする。

 （３）避難誘導

  ・避難にあたっては、どこへ、どうやって避難を開始するのかを施設職員、利用者等に周知する。

・屋外へ避難する際は、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

  ・浸水するおそれのある階または施設からの退出が概ね完了した時点で、未避難者を確認する。

（４）避難方法

①屋外への避難

    避難する際は、車両等を使用せず徒歩とするが、徒歩による避難が困難な場合は、車両による避

難とする。

     車両による移動：車両３台 １８人（利用者１２人、施設職員６人）

     徒歩による移動：１２人（利用者１０人、施設職員２人）

②屋内での避難

緊急連絡網に個人情報を含んでいる場合は、緊急連絡網

の提出は不要です。

雨が降っていることを想定し、避難所な

どの建物を指定します。そのため、公園

や広場などは適切ではありません。

（基本的には第１次避難所である小中

学校。避難の調整ができている場合は、

近隣の民間建物等でも可）
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    本施設の３階の多目的室への避難は、徒歩、車いすによるものとし、エレベータの使用は車いす

利用者を優先する。

５．避難の確保を図るための施設の整備

 ・情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資機材については下表「避難確保資機材等一

覧」に示すとおりである。

 ・これらの資機材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資機材等一覧

活動の区分 使用する設備または資機材

情報収集・伝達
テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電

池、携帯電話用バッテリー等

避難誘導

名簿（施設職員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電

灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、車

いす、担架、紙おむつ、常備薬等

施設内避難のための水・食糧・寝具・防寒具

６．防災教育及び訓練の実施

 （１）毎年４月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

 （２）毎年５月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。
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「○○○○○○（施設名）」における

土砂災害時の避難確保計画

   作成年月日：         
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１．目的

 この計画は、土砂災害防止法第８条の２に基づき、「○○○○○○○○（施設名）」近隣で土砂災害の発

生または発生のおそれがある場合に対応すべき必要な事項を定め、土砂災害から円滑かつ迅速な避難の

確保を図ることを目的とし、当施設に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。

２．防災体制

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注
意
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・大雨注意報発表

・台風接近等で大雨が予想される場合

気象情報等の情報収集 情報収集伝達要員

警
戒
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル３ 高齢

者等避難」の発令

・大雨警報（土砂災害）発表

気象情報等の情報収集 情報収集伝達要員

使用する資機材の準備 避難誘導要員

保護者・入院（所）者家族へ

の事前連絡

情報収集伝達要員

周辺住民への事前協力依頼 情報収集伝達要員

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員

非
常
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル４ 避難

指示」の発令

・土砂災害警戒情報発表

・大雨特別警報発表

・記録的短時間大雨情報発表

・土砂災害の発生又はその前兆現象を確

認した場合

施設内全体の避難誘導

（屋外へ避難することが危

険な場合は、施設内での避

難とする。）

避難誘導要員

＜土砂災害の前兆現象＞

  がけの表面から水が湧き出る、がけの表面に割れ目が見える、小石が落ちてくる、渓流水位が下がる

又は濁る、地鳴り・山鳴りがする、土臭いにおいがする など

３．情報収集及び伝達

 （１）情報収集

   収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。 

収集する情報 収集方法

気象情報、土砂災害警戒情報 テレビ（データ放送）、ラジオ、インターネット（気象庁

HP、大阪府 土砂災害の防災情報）等
「警戒レベル３ 高齢者等避難」、

「警戒レベル４ 避難指示」、「警戒

防災行政無線、エリアメール/緊急速報メール、市ウェブ
サイト、Facebook、Twitter、テレビ（データ放送）等
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レベル５ 緊急安全確保」

・停電時は、ラジオ・タブレット・携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾

電池・バッテリー等を用意する。

  ・提供される情報に加えて、危険な前兆が無いか等、施設内から確認する。

（２）情報伝達

  別紙○の「緊急連絡網」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

４．避難誘導

（１）避難場所

  ①屋外への避難

   土砂災害時の避難場所は、「名称：○○○○○ 住所：○○○○○○○○○」とする。

  ②屋内での避難

   周辺の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設の○階

の○○○（建物内のより安全な場所）へ避難し、屋内安全確保を図るものとする。

 （２）避難経路

  ①屋外への避難

   別紙○「避難経路図（屋外避難）」のとおりとする。

  ②屋内での避難

   別紙○「避難経路図（屋内避難）」のとおりとする。

 （３）避難誘導

  ・避難にあたっては、どこへ、どうやって避難を開始するのかを施設職員、利用者等に周知する。

・屋外へ避難する際は、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

  ・施設からの退出など避難が概ね完了した時点で、未避難者を確認する。

（４）避難方法

①屋外への避難

    避難する際は、車両等を使用せず徒歩とするが、徒歩による避難が困難な場合は、車両による避

難とする。

     車両による移動：車両○台 ○人（利用者○人、施設職員○人）

     徒歩による移動：○人（利用者○人、施設職員○人）

②屋内での避難

    本施設の○階の○○○への避難は、徒歩、車いすによるものとし、エレベータの使用は車いす利

用者を優先する。
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５．避難の確保を図るための施設の整備

 ・情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資機材については下表「避難確保資機材等一

覧」に示すとおりである。

 ・これらの資機材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資機材等一覧

活動の区分 使用する設備または資機材

情報収集・伝達
テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電

池、携帯電話用バッテリー等

避難誘導

名簿（施設職員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電

灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、車

いす、担架、紙おむつ、常備薬等

施設内避難のための水・食糧・寝具・防寒具

６．防災教育及び訓練の実施

（１）毎年○月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

（２）毎年○月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。
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「○○○○○○（施設名）」における

土砂災害時の避難確保計画

   作成年月日：         

記入例

雛型を利用される場合は、記入例で黄色に着色された部分をご記

入ください。その他、施設の状況に応じて適宜内容を追加・変更・

削除してください。
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１．目的

 この計画は、土砂災害防止法第８条の２に基づき、「○○○○○○○○（施設名）」近隣で土砂災害の発

生または発生のおそれがある場合に対応すべき必要な事項を定め、土砂災害から円滑かつ迅速な避難の

確保を図ることを目的とし、当施設に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。

２．防災体制

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注
意
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・大雨注意報発表

・台風接近等で大雨が予想される場合

気象情報等の情報収集 情報収集伝達要員

警
戒
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル３ 高齢

者等避難」の発令

・大雨警報（土砂災害）発表

気象情報等の情報収集 情報収集伝達要員

使用する資機材の準備 避難誘導要員

保護者・入院（所）者家族へ

の事前連絡

情報収集伝達要員

周辺住民への事前協力依頼 情報収集伝達要員

要配慮者の避難誘導 避難誘導要員

非
常
体
制

以下のいずれかに該当する場合

・当施設の町丁目に「警戒レベル４ 避難

指示」の発令

・土砂災害警戒情報発表

・大雨特別警報発表

・記録的短時間大雨情報発表

・土砂災害の発生又はその前兆現象を確

認した場合

施設内全体の避難誘導

（屋外へ避難することが危

険な場合は、施設内での避

難とする。）

避難誘導要員

＜土砂災害の前兆現象＞

  がけの表面から水が湧き出る、がけの表面に割れ目が見える、小石が落ちてくる、渓流水位が下がる

又は濁る、地鳴り・山鳴りがする、土臭いにおいがする など

３．情報収集及び伝達

 （１）情報収集

   収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。 

収集する情報 収集方法

気象情報、土砂災害警戒情報 テレビ（データ放送）、ラジオ、インターネット（気象庁

HP、大阪府 土砂災害の防災情報）等
「警戒レベル３ 高齢者等避難」、

「警戒レベル４ 避難指示」、「警戒

防災行政無線、エリアメール/緊急速報メール、市ウェブ
サイト、Facebook、Twitter、テレビ（データ放送）等
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レベル５ 緊急安全確保」

・停電時は、ラジオ・タブレット・携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾

電池・バッテリー等を用意する。

  ・提供される情報に加えて、危険な前兆が無いか等、施設内から確認する。

（２）情報伝達

  別紙○の「緊急連絡網」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

４．避難誘導

（１）避難場所

  ①屋外への避難

   土砂災害時の避難場所は、「名称：○○○○○ 住所：○○○○○○○○○」とする。

  ②屋内での避難

   周辺の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設の３階

の多目的室（建物内のより安全な場所）へ避難し、屋内安全確保を図るものとする。

 （２）避難経路

  ①屋外への避難

   別紙○「避難経路図（屋外避難）」のとおりとする。

  ②屋内での避難

   別紙○「避難経路図（屋内避難）」のとおりとする。

 （３）避難誘導

  ・避難にあたっては、どこへ、どうやって避難を開始するのかを施設職員、利用者等に周知する。

・屋外へ避難する際は、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

  ・施設からの退出など避難が概ね完了した時点で、未避難者を確認する。

（４）避難方法

①屋外への避難

    避難する際は、車両等を使用せず徒歩とするが、徒歩による避難が困難な場合は、車両による避

難とする。

     車両による移動：車両３台 １８人（利用者１２人、施設職員６人）

     徒歩による移動：１２人（利用者１０人、施設職員２人）

②屋内での避難

    本施設の３階の多目的室への避難は、徒歩、車いすによるものとし、エレベータの使用は車いす

利用者を優先する。

緊急連絡網に個人情報を含んでいる場合は、緊急連絡網

の提出は不要です。

雨が降っていることを想定し、避難所な

どの建物を指定します。そのため、公園

や広場などは適切ではありません。

（基本的には第１次避難所である小中

学校。避難の調整ができている場合は、

近隣の民間建物等でも可）
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５．避難の確保を図るための施設の整備

 ・情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資機材については下表「避難確保資機材等一

覧」に示すとおりである。

 ・これらの資機材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資機材等一覧

活動の区分 使用する設備または資機材

情報収集・伝達
テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電

池、携帯電話用バッテリー等

避難誘導

名簿（施設職員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電

灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、車

いす、担架、紙おむつ、常備薬等

施設内避難のための水・食糧・寝具・防寒具

６．防災教育及び訓練の実施

（１）毎年４月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

（２）毎年５月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。
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事業系一般廃棄物の適正な処理について

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない」と明記されています。さらに、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用な
どを行うことによりその減量に努めるなどの事業者の責務が定められています。

事務所・事業所・店舗などで、事業活動から排出される事業系一般廃棄物は、東大阪市の一般廃棄
物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼（収集運搬業務を委託）して適切に処理してください。

事業系一般廃棄物について

廃
棄
物
（
ご
み
）

家庭系ごみ

事業系ごみ

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち段
ボール、ＯＡ用紙、生ごみなどの産業廃棄物
以外のもの

事業活動に伴って発生した廃棄物のうちス
チール製品、廃油、蛍光管・電球など法令に
定められた２０種類の廃棄物

事業系一般廃棄物

・生ごみ（料理くず、残飯、茶かす等）
・木くず（割りばし、剪定枝等）
・紙くず（ちり紙、紙コップ）
・繊維くず

紙くず（段ボール・新聞紙などの
古紙）、繊維くず（古着・古布）など
でリサイクルできるもの

東大阪市の許可業者以外へ処理を委託することは、廃棄物処理法に違反します。

許可業者に委託する場合は、料金・排出量・排出方法・収集日時・資源ごみの扱い等について、事
前に相談してください。

廃棄物処理法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と明記されており、違反者には罰則
規定があります。

東大阪都市清掃施設組合
（中間処理施設）

民間の資源再生ルートへ

資源ごみ

東大阪清掃事業協同組合

ＴＥＬ ０６－６７８３－００５３

月～金（休日・祝日除く） ９：００～１５：００

東大阪市環境部 環境事業課

ＴＥＬ ０６－４３０９－３２００
ＦＡＸ ０６－４３０９－３８１８

排出事業者の責務について

事業系一般廃棄物の適正な処理について

収集運搬
許可業者
に委託

自己搬入または

資源回収業者
等と相談のうえ、
委託

ご注意ください

問合せ先

収集運搬の許可業者に関すること この通知文に関すること

東大阪市荒本北１丁目１番１号
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◇収集することができるもの

　　▽家庭ごみ
　　▽あきかん・あきびん
　　▽不燃の小物
　　▽プラスチック製容器包装
　　▽ペットボトル

◇対象
　家庭ごみなどをごみ集積所まで持ち出すことが困難で次のいずれかに該当する方

　　▽要介護認定で要介護度２以上の方
　　▽身体障害者手帳の交付を受け、かつ障害の程度が１級または２級の方
　　▽療育手帳の交付を受け、かつ知的障害の程度がＡの方
　　▽精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ障害の程度が１級の方

上記の対象要件に該当しない方でお困りの方…

まずは　北部環境事業所　へご相談ください。

◇申請方法

申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて郵送または直接お持ちください。
申請書は北部環境事業所、市役所　環境事業課（本庁15階）で配布しています。
また、市ウェブサイトからダウンロードすることができます。

◇申請・問合せ先

北部環境事業所 〒577-0046　東大阪市西堤本通西2-1-16
電話　06-6618-1851　ＦＡＸ　06-6789-9044

市役所　環境事業課 〒577-8521　東大阪市荒本北1-1-1
電話　06-4309-3200　ＦＡＸ　06-4309-3829

東大阪市では 　　　  収集を実施しています。

家庭ごみを、ごみ集積場所（ステーション）へ持ち出すことが困難な

高齢者や障害者の方などはいらっしゃいませんか？

当市では市職員が毎週１回決められた曜日に戸別訪問し家庭ごみなどを収集しています。

普通救命講習を修了した職員が
収集に伺います。

また、ご希望があれば、お声かけ

いたします！

58

ふれあい収集について


